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連 結 貸 借 対 照 表 

 

（２０２６年３月３１日現在） 

（単位：百万円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産 55,354 流 動 負 債 40,899 

現 金 及 び 預 金 1,782 買 掛 金 8,254 

受取手形及び売掛金 26,369 未 払 金 4,263 

商 品 及 び 製 品 933 リ ー ス 債 務 9 

仕 掛 品 4,421 未 払 法 人 税 等 704 

契 約 資 産 2,738 前 受 金 22,392 

前 払 費 用 11,355 賞 与 引 当 金 2,607 

未 収 還 付 法 人 税 等 3 役 員 賞 与 引 当 金 62 

預 け 金 7,448 受 注 損 失 引 当 金 21 

そ の 他 322 そ の 他 2,582 

貸 倒 引 当 金 △21 固 定 負 債 266 

固 定 資 産 17,507 リ ー ス 債 務 8 

有 形 固 定 資 産 4,361 繰 延 税 金 負 債 4 

建 物 及 び 構 築 物 2,279 資 産 除 去 債 務 225 

工 具 器 具 備 品 2,063 長 期 未 払 金 3 

リ ー ス 資 産 16 そ の 他 23 

建 設 仮 勘 定 2 負 債 合 計 41,165 

無 形 固 定 資 産 1,618 （ 純 資 産 の 部 ）  

ソ フ ト ウ ェ ア 1,349 株 主 資 本 31,542 

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 253 資 本 金 4,113 

そ の 他 15 資 本 剰 余 金 3,477 

投 資 そ の 他 の 資 産 11,526 利 益 剰 余 金 23,951 

投 資 有 価 証 券 845 その他の包括利益累計額 153 

長 期 前 払 費 用 6,823 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △20 

繰 延 税 金 資 産 1,408 為 替 換 算 調 整 勘 定 174 

差 入 保 証 金 2,442   

そ の 他 22   

貸 倒 引 当 金 △15 純 資 産 合 計 31,695 

資 産 合 計 72,861 負 債 ・ 純 資 産 合 計 72,861 

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 
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連 結 損 益 計 算 書 
 

自 ２０２５年４月 １日 

至 ２０２６年３月３１日 

（単位：百万円） 

科 目 金 額 

売 上 高  138,625 

売 上 原 価  104,060 

売 上 総 利 益  34,564 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  21,180 

営 業 利 益  13,383 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 39  

受 取 配 当 金 13  

保 険 配 当 金 1  

為 替 差 益 217  

そ の 他 107 380 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 6  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 24  

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 15  

移 転 関 連 費 用 68  

そ の 他 119 233 

経 常 利 益  13,530 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 1,904 1,904 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  15,434 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,214  

法 人 税 等 調 整 額 124 4,338 

当 期 純 利 益  11,095 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  11,095 

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
 

自 ２０２５年４月 １日 

至 ２０２６年３月３１日 

（単位：百万円） 

 株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 
剰 余 金 

利 益 
剰 余 金 

株 主 資 本 
合 計 

当 期 首 残 高 4,113 3,477 21,027 28,619 
当 期 変 動 額     
剰 余 金 の 配 当   △8,172 △8,172 

親会社株主に帰属する当期純利益   11,095 11,095 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

    

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,923 2,923 
当 期 末 残 高 4,113 3,477 23,951 31,542 

 

 

 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

純 資 産 

合 計 
繰延ヘッジ

損 益 
為替換算調

整 勘 定 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累 計 額 合 計 

当 期 首 残 高 △16 139 122 28,741 

当 期 変 動 額     
剰 余 金 の 配 当    △8,172 

親会社株主に帰属する当期純利益    11,095 
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △3 34 31 31 
当 期 変 動 額 合 計 △3 34 31 2,954 
当 期 末 残 高 △20 174 153 31,695 

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 
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Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 

連結子会社の名称 

 

 

 

 

 

５社 

MKI テクノロジーズ(株) 

MKI（U．S．A．），Inc． 

MKI（U．K．），LTD 

MKI IT SOLUTIONS (ASIA PACIFIC) PTE. 

LTD. 

(株)メビウス 

連結子会社の数は５社であり、前連結会計年度

末に比べ１社減少しております。これは、(株)イッ

トーソフトウェアを当連結会計年度中に清算した

ことによるものです。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社の数 

会社の名称 

 

１社 

(株)BlueMeme 

３．連結子会社の事業年度に関する事項  

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項  

(１) 資産の評価基準及び評価方法  

① 有価証券の評価基準及び評価方法  

その他有価証券  

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 

② デリバティブの評価基準及び評価方法  

デリバティブ 時価法 

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法  

商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法により算

定） 

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定） 

(２) 固定資産の減価償却の方法  

① 有形固定資産 定率法 

（リース資産を除く） ただし、１９９８年 4 月 1 日以降に取得した建物

（附属設備を除く）及び在外連結子会社並びに 

2０１６年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備

及び構築物は定額法によっております。 
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② 無形固定資産 定額法 

（リース資産を除く） なお、自社利用ソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法、市

場販売目的ソフトウェアについては、見込販売収

益に基づく償却額又は当該ソフトウェアの残存

有効期間（３年）に基づく定額法償却額のいずれ

か大きい額を計上する方法によっております。 

③ リース資産  

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

(３) 引当金の計上基準  

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

③ 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の

支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を

計上しております。 

④ 製品保証引当金 顧客検収後に不可避的に発生する品質確保の

ための対応費用のうち、個別に見積もり可能な

費用の発生見込額を計上しております。 

⑤ 受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため、受注

済案件のうち当連結会計年度末において将来

の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的

に見積ることが可能なものについては、翌連結

会計年度以降に発生が見込まれる損失を引当

計上しております。 

(４) 重要な収益及び費用の計上基準 

  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2024 年９月 13 日公表分。以下「収

益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（（企業会計基準適

用指針第 30 号 2024 年９月 13 日公表分）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が

顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認

識しております。 

なお、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点について

は、「Ⅶ.収益認識に関する注記」に記載の通りであります。 

(５) ヘッジ会計の処理方法  

①  ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 
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ただし、為替予約について振当処理の要件を満

たしている場合には、振当処理を採用しておりま

す。 

②  ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段 為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワッ

プ取引、外貨建有価証券及び外貨建定期預金

を手段としております。 

ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務、外貨建購入予定取引を

対象としております。 

③  ヘッジ方針 外貨建輸入取引に係る将来の外国為替相場変

動リスクをヘッジするために、社内規程に基づ

き、過去の取引事例を勘案し、現状の取引に対

応して行っております。 

④  ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対象の相場変

動額を比較すること等によって、ヘッジの有効性

を確認しております。 

(６) その他連結計算書類作成のための重要な事項 

グループ通算制度の適用 三井物産株式会社をグループ通算親法人とした

グループ通算制度を適用しております。 

Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記 

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,438 百万円 

２．保証債務  

債務保証                                      1 百万円 

従業員（2 名）の住宅取得に伴う銀行借入に対し、債務保証を行っております。 

        契約履行保証                                   9 百万円 

       中国入札案件に対し、支払保証を設定しております。 

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記 

1．営業外費用に関する事項  

当社グループは、当連結会計年度中に本社を港区愛宕から南青山に移転しております。

これに伴い、移転関連費用 68 百万を計上しております。 

2．特別利益に関する事項  

当連結会計年度において、固定資産の売却により固定資産売却益 1,904 百万円を計上し

ております。これは、事業所として使用していた東中野の土地及び建物を売却したことによる

ものであります。 

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 
（単位：株） 

株式の種類 
当連結会計年度 
期 首 株 式 数 

当連結会計年度 
増 加 株 式 数 

当連結会計年度 
減 少 株 式 数 

当連結会計年度 
末 株 式 数 

普 通 株 式 17 ― ― 17 
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２．配当に関する事項 

配当金支払額 

決 議 
株 式 の 
種 類 

配当金の総額 

（ 百 万 円 ） 

１ 株 当 た り 

配当額（円） 
基 準 日 効 力 発 生 日 

２ ０ ２ ５ 年 ６ 月 ２ ３ 日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 8,172 480,720,511 ２０２５年３月３１日 ２０２５年６月２７日 

 

Ⅴ．金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、現在、銀行借入や社債発行等による資金調達は行っておりません。余剰資金は資

金の効率的な活用を目的として、親会社である三井物産グループのＣＭＳ（キャッシュ・マネジ

メント・システム）により運用を行っております。また、デリバティブ取引については、後述するリ

スクを回避するために利用しており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また外貨

建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取

引を利用してヘッジしております。 

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約取

引を利用してヘッジしております。なお、当連結会計年度末において支払手形の残高はあり

ません。 

デリバティブ取引は、通常の営業過程における取引において発生する、外貨建ての営業債

権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。な

おヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等

については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に

関する事項 (5)ヘッジ会計の処理方法」をご参照下さい。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について営業所管部署長を管理責任者として、

取引先の業況並びに債権の実情を常に把握し、延滞債権及び不良債権の発生防止に努め

ております。また与信管理規程に従い、取引先の妥当性の確保及び債権の保全に努めてお

ります。 

デリバティブ取引については、取引先がいずれも信用度の高い金融機関であるため、信用

リスクはほとんどないものと認識しております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を

把握し、市況や取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており、外貨建ての投
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資有価証券については、為替変動の継続的モニタリングを行っております。 

外貨建ての営業債務についての為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約取引

を利用してヘッジしております。外貨建ての営業債権についての為替の変動リスクに対しては、

必要に応じて先物為替予約取引を利用してヘッジしております。 

デリバティブ取引の執行・管理については、外貨建取引管理規程に従い、担当者が経理所

管部署長の承認を得て行っております。月次の取引実績は、経理所管部署長が経理所管部

署管掌取締役へ報告しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりです。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注２）参照）。また、現金は注

記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、買掛金、未払金は短期間で決済されるため時

価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

 
連 結 貸 借 対 照 表 

計 上 額 
時 価 差 額 

預 け 金 7,448 7,448 ― 

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 ( ※ ) 210 210 ― 

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で示しております。 

（注１） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明並びにデリバティブ取引に関する事

項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。 

預け金 

これらの時価は、変動金利であることから、短期間で市場金利が反映されるため、時価が帳

簿価額に近似しており、レベル２の時価に分類しております。 
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デリバティブ取引 

（1）ヘッジ会計が適用されていないもの 

通貨関連 

（単位：百万円）  

 種 類 

契 約 金 額 

時 価 
当該時価の 

算 定 方 法  
う ち 

1年超 

市 場 取 引 

以 外 の 取 引 

買 掛 金 

未 払 金 
5,433 ― 5,713 

（※１） 売 掛 金 

流動資産そ

の 他 

292 ― 332 

※１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。 

（2）ヘッジ会計が適用されているもの 

  通貨関連 

（単位：百万円） 

ヘ ッ ジ 会 計 

の 方 法 

デ リ バ テ ィ ブ 

取 引 の 種 類 

主 な ヘ ッ ジ 

対 象 

契 約 金 額 

時 価 
当該時価の 

算 定 方 法  
う ち 

1年超 

原 則 的 

処 理 方 法 

為替予約取引 

買 建 

米 ド ル 

買 掛 金 

未 払 金 
3,902 ― 4,084 

（※１） 
為替予約取引 

売 建 

米 ド ル 

売 掛 金 

流動資産そ

の 他 

8,357 ― 8,974 

為 替 予 約 の 

振 当 処 理 

為替予約取引 

買 建 

米 ド ル 

買 掛 金 

未 払 金 
1,407 ― 

(※２)

― 

為替予約取引 

売 建 

米 ド ル 

売 掛 金 

流動資産そ

の 他 

5,253 ― ― 

※１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。 

※２．為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金等と一体として処理してお

ります。 
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（注２）市場価格のない株式等 

（単位：百万円） 

区 分 連結貸借対照表計上額 

非 上 場 株 式 26 

 

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 1,864,467,881 円 24 銭 

２．１株当たり当期純利益 652,682,206 円 29 銭 

 

Ⅶ．収益認識に関する注記 

当社グループは、以下の５ステップを適用することにより収益を認識しております。 

ステップ１ ：顧客との契約を識別する。 

ステップ２ ：契約における履行義務を識別する。 

ステップ３ ：取引価格を算定する。 

ステップ４ ：取引価格を契約における個別の履行義務へ配分する。 

ステップ５ ：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。 

当社グループは、IT マネジメントサービスや保守等のサービスの提供、システム及びネットワ

ーク構築、製品の販売等を行っており、それぞれ以下のとおり収益を認識しております。 

収益は、顧客との契約に示されている対価に基づいて測定され、第三者のために回収する金

額は除きます。当社グループは、財又はサービスに対する支配を顧客に移転した時点で収益を

認識しております。 

履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融

要素を含んでおりません。 

１． IT マネジメントサービス、保守等のサービスの提供 

IT マネジメントサービスや保守等のサービスの提供を収益の源泉とする取引には、クラウドや

ネットワークの運用保守、その他、役務を提供する取引が含まれております。このような取引は、

日常的又は反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過

に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり顧客との契約に

おいて約束された金額を按分し収益を認識しております。 

２．システム及びネットワーク構築 

  システム及びネットワーク構築を収益の源泉とする取引には、コンサルティング、請負契約又

は準委任契約によるシステム開発及びインフラ構築取引等が含まれております。 

  請負契約及び、成果完成型準委任契約による取引については、構築中のシステム等を他

の顧客又は別の用途に振り向けることができず、完了した作業に対する支払を受ける強制可能

な権利を有します。そのため、これら構築の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断

しており、完成までに要する総原価を合理的に測定できる場合には、原価比例法（期末日にお

ける見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額）で収益を認識しており、合

理的に測定できない場合は、発生した原価のうち回収されることが見込まれる費用の金額で収

益を認識しております。顧客に請求する日より先に認識された収益は、契約資産として認識し
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ております。 

  履行割合型準委任契約による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供

するため、時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間に

わたり顧客との契約において約束された金額を按分し収益を認識しております。 

３．製品販売 

  製品販売を収益の源泉とする取引には、ハードウェア・ソフトウェア販売、産業装置販売が

含まれています。このような取引は、ハードウェア・ソフトウェア等の顧客への製品引き渡し、検

収の受領等、契約上の受渡し条件を充足することで、履行義務が充足されるものと判断してお

り、当該時点で顧客との契約において約束された金額で収益を認識しております。 

４．複数要素取引 

  １〜３のうち、インフラ構築、保守サービス、製品販売等の複数の財又はサービスを提供する

複数要素取引に係る収益については、契約に含まれる履行義務を識別し、契約の対価を配分

する必要がある場合には、取引価格を主に予想コストにマージンを加算するアプローチにより

見積もった独立販売価格に基づき配分しております。 

                  

 


